
 

ご相談はお住まいの自立相談支援事業を実施する機関の窓口にご連絡ください。（裏面をご参照ください） 

ひとりで抱えこまずに 
まずはご相談ください 

生活に 

困っている 

仕事が 

見つからない 

家賃を 

払えない 

働きたくても働けない、 

住む所がない、など、 

まずはお困り事を 

お聞かせください。 

地域の相談窓口が一緒に考え、 

解決へのお手伝いをします。 

ご家族などまわりの方からの 

相談でも受付いたします。 

将来が 

不安 

家族の 

ことで 

悩んでいる 社会に 

出るのが 

恐い 

病気で 

働けない 

住む所が 

ない 

無料相談 



 

しごとや生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わ
せた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に
向けた支援を行います。 

家賃相当額を支給します。 

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に

は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家

賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、

就職に向けた支援を行います。 

住居確保給付金の支給 

あなただけの支援プランを作ります。 

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談

窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支

援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成

し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

自立相談支援事業 

お住まいの相談窓口（自立相談支援機関） 

＊前 橋 市 まえばし生活自立相談センター 
電話０２７－８９８－６８９０ 

＊桐 生 市 桐生市福祉課 
電話０２７７－４６－１１１１（内線２７１） 

＊伊勢崎市 伊勢崎市社会福祉課 
電話０２７０－２７－６２７３ 

＊館 林 市 館林市社会福祉課 
電話０２７６－４７－５１２９（内線６４０） 

＊渋 川 市 生活困窮相談窓口 
電話０２７９－２２－２１１５ 

 

＊安 中 市 安中市福祉課（生活支援相談窓口） 
電話０２７－３８２－１１１１ 

＊みどり市 みどり市社会福祉課 
電話０２７７－７６－０９７５ 

＊町村にお住まいの方  

＊富 岡 市 富岡市社会福祉協議会 
電話０２７４－７０－２２３２ 

 ※群馬県社会福祉協議会地域福祉課 
電話０２７－２１２－００１１ 

発行 群馬県 健康福祉課 電話：０２７－２２６－２５２１ 

 ※町村社会福祉協議会 

群馬県社会福祉協議会ホームページ 

ホーム > 地域福祉活動の取り組み 

> あなたの街の社会福祉協議会 

ＵＲＬ：https://www.g-shakyo.or.jp/department/chiiki/464.html 

お住まいの町村社会福祉協議会、又は群馬県社会福
祉協議会地域福祉課までお問い合わせください。  
町村社会福祉協議会の連絡先は、以下のホームページで
確認することができます。 

＊高 崎 市 高崎市社会福祉課生活支援担当 
電話０２７－３２１－１３０２ 

＊沼 田 市 沼田市社会福祉課 
電話０２７８－２３－２１１１ 

＊太 田 市 自立相談支援センター 
電話０２７６－４８－８１７７ 

＊藤 岡 市 藤岡市社会福祉協議会 
電話０２７４－２５－８４５６ 

※「住居確保給付金の支給」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。 
※ 上記の事業のほか、就労に向けた準備支援、個別の支援プログラムに基づく就労訓練、家計の立て直しを行う支援、緊急的

に一時的な宿泊場所を提供する支援や生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を実施している自治体もあります。 
※ 各事業のほか、関係機関等と連携し、適切な支援機関にもつなぎます。  

4 5 6 2 1 3 まずは地域の 
相談窓口へ  

 
各自治体の窓口に配置

されている支援員が応

対します。何らかの理

由で窓口にお越しいた

だけない場合はご自宅

にも訪問します。 

生活の状況を 
見つめる 

あなたの生活の困りご

とや不安を支援員にお

話しください。生活の

状況と課題を分析し

「自立」に向けて寄り

添いながら支援を行い

ます。 

あなただけの 
支援プランを 

支援員はあなたの意思

を尊重しながら、自立

に向けた目標や支援内

容を一緒に考え、あな

ただけの支援プランを

一緒に作ります。 

支援決定・ 
サービス提供 

完成した支援プランは

自治体を交えた関係者

の話し合い（支援調整

会議）により正式に決

定され、その支援プラ

ンに基づいて各種サー

ビスが提供されます。 

定期的な 
モニタリング 

各種サービスの提供がゴ

ールではありません。あな

たの状態や支援の提供状

況を支援員が定期的に確

認し、支援プラン通りにい

かない場合は支援プラン

を再検討します。 

真に安定した 
生活へ 

あなたの困り事が解決

されると支援は終了し

ますが、安定した生活

を維持できているか、

一定期間、支援員によ

るフォローアップがな

されます。 


